
飛鳥広域行政事務組合マスコットキャラクター（あたかちゃん）着ぐるみ貸出要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、飛鳥広域行政事務組合（以下「組合」という。）のマスコットキャラク

ター（あたかちゃん）の着ぐるみ（以下「着ぐるみ」という。）の貸出しに関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（着ぐるみの権利） 

第２条 着ぐるみに関する一切の権利は、組合に属する。 

（貸出対象） 

第３条 貸出しを受けることができるものは、各種団体とする。 

２ 次に掲げる事項に該当するときは、貸出しを行わない。 

（１）法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合 

（２）特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとする場合 

（３）利益を得ることを目的として利用する場合 

（４）特定の個人又は団体の売名に利用しようとする場合 

（５）組合の事業又は組合が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められる場合 

（６）組合のイメージを傷つけると認められる場合 

（７）その他管理者が許可しないことが適切であると判断した場合 

（使用料金） 

第４条 使用料金は、無料とする。 

（貸出期間） 

第５条 貸出期間は、１週間以内とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限

りでない。 

（貸出申請） 

第６条 着ぐるみを使用しようとする者は、キャラクター（あたかちゃん）着ぐるみ貸出申

請書（様式第１号）を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の申請に、着ぐるみを使用する催事の内容がわかる文書を添付しなければならない。 

（貸出決定） 

第７条 管理者は、前条の貸出申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、貸出しの可

否を決定し、キャラクター（あたかちゃん）着ぐるみ貸出決定書（様式第２号）により通



知するものとする。 

（使用上の遵守事項） 

第８条 着ぐるみの貸出しを受けた者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守

しなければならない。 

（１）使用許可の範囲を逸脱しないこと。 

（２）飛鳥広域行政事務組合の担当課又はその指示する場所で着ぐるみを直接受け取り、返

却すること。 

（３）着ぐるみを定められた期限までに返却すること。 

（４）着ぐるみを使用するに当たり、事故等があったときは、すべて使用者の責任とし、組

合は一切の責を負わない。当該事故等が着ぐるみ自体の構造等による場合も同様とする。 

（５）使用者の不注意により着ぐるみを破損し、又は汚損した場合は、使用者の責任におい 

て修復すること。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 附 則 

この要綱は、告示の日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

キャラクター（あたかちゃん）着ぐるみ貸出申請書 

 

  年  月  日 

（あて先） 

飛鳥広域行政事務組合 管理者 

                         申請者 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名 

電話番号 

 

飛鳥広域行政事務組合マスコットキャラクターあたかちゃんの着ぐるみを下記のとおり

使用したいので、飛鳥広域行政事務組合マスコットキャラクター（あたかちゃん）着ぐる

み貸出要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

催 事 名  

使 用 目 的  

使 用 期 間           年  月  日  ～     年  月  日 

担 当 者         
所属          氏名          電話 

                              

 

※着ぐるみを使用する催事の内容がわかる文書を添付してください。 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

キャラクター（あたかちゃん）着ぐるみ貸出決定書 

第     号 

  年  月  日 

  様 

 

                           飛鳥広域行政事務組合 

管理者         印 

 

年  月  日付けで、申請のあったキャラクター（あたかちゃん）着ぐるみ貸出し

については、適当／不適当と決定しましたので通知します。 

 

記 

 

催 事 名  

使 用 目 的  

使 用 期 間    年 月 日 ～    年 月 日 

使 用 条 件  

※使用上の遵守事項 

（１）使用許可の範囲を逸脱しないこと。 

（２）飛鳥広域行政事務組合の担当課又はその指示する場所で着ぐるみを直接受け取り、返

却すること。 

（３）着ぐるみを定められた期限までに返却すること。 

（４）着ぐるみを使用するに当たり、事故等があったときは、すべて使用者の責任とし、組

合は一切の責を負わない。当該事故等が着ぐるみ自体の構造等による場合も同様とする。 

（５）使用者の不注意により着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任において修

復し返却すること。 


